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 第５回検討会では、マニュアルの第１３章を審議する
 （審議内容）
第１３章 事業の実施（第5回）
○事業の開始
○事業の監視

本検討会の目的と検討手順

【第４回】平成29年度10月31日 於：東京都内
 今年度に推進マニュアルを実践されたモデル都市から、
事例やその課題について紹介

 推進マニュアルを実践されたなかから、既存内容の充
実及び新規内容の追加に向けて重要な論点を確認

【第5回】平成30年1月30日 於：東京都内
 第４回検討会にて審議した内容をふまえ、内容を追
記・修正した内容を提示

 更に第５回で新たに加わった章についての内容につい
て提示

 検討会委員により、「推進マニュアル」全般について審
議

 第５回での審議を経て、２月末を目標として、推進マ
ニュアル」の内容の完成を目指す

 第４回検討会ではマニュアルに関し以下の４章について審
議された

第１０章（更新） 実施方針の見直しと事業実施の意思決定
第１１章（更新） 事業者の募集、評価・選定、公表
第１２章 事業契約等の締結等

 また、今年度実践されたモデル都市から進捗について紹
介され、以下の主要なテーマについても審議された

（審議内容）
○実際の事業の進め方（スケジュール）における留意点
○ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の事業スキーム決定における留意点
○民間事業者の参入意向調査における留意点

 第５回検討会の審議内容を受け、「推進マニュア
ル」の最終版完成に向けた内容修正

 「推進マニュアル」の最終内容について委員会内
での認識共有

検討会マニュアル（案）作成フロー

○平成27年度、「下水道未普及早期解消のための事業推進マニュアル（案）官民連携事業導入編
（以下、推進マニュアルとする）」を作成した。また、平成28年度においては推進マニュアルを基に実践
している地方公共団体において、今後検討が必要な論点の整理を目的とする

○今年度の検討会では、昨年度に整理された論点に対して実例を基に議論を進め、「推進マニュアル
（案）」において、特に契約以降の手続きに関して内容を充実させることによって、より実践的な「推進
マニュアル（案）」の改訂版（完成版）を年度末に発刊することを目的としている。

目的
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本検討会の位置づけ

○一昨年度、「下水道未普及早期解消のための事業推進マニュアル（案）官民連携事業導入編（以下、推進マニュ
アルとする）」には、導入可能性調査から契約フローの一部まで記載した。

○昨年度は導入可能性調査から実施方針（案）の策定までを実施した地方公共団体の実例を基に、実際の課題に
ついていくつか抽出できた。特に民間事業者へのアンケートでは事業者の要望・実態が把握できた。

○地方公共団体のモデル検討結果を踏まえ、既存マニュアルのブラッシュアップと共に、契約に係る内容を追記することに
よって、今年度に推進マニュアルを完成させる。
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今年度実施事項
昨年度
検討結果


